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400人以上

30年＋

7拠点

14法人

専門資格150＋
グループ
従業員数

14社
434名
：
：

グループの強み

サービス一覧

グループ相関図

株式会社OAG
ＯＡＧグループ

株式会社
OAG
ビジコム

株式会社
OAG
コンサル
ティング

株式会社
OAG
アウト
ソーシング

株式会社
OAG

ITマネジメント
パートナー

株式会社
ＯＡＧ

相続コンシェルジュ

OAG
司法書士法人

OAG
社会保険
労務士法人

OAG
税理士法人

OAG
弁護士法人

OAG
監査法人

OAG
行政書士法人

株式会社
ＦＯＯＤＯＡＧ

株式会社
ＯＡＧ

ライフサポート

・自治体
・飲食店
・非営利法人
・コンビニエンスストア

個人資産相続事業承継M&A

内部統制 財務・経理人事

海外進出 総務・法務経営戦略

OAG グループでは、経営者・法人・個人における複雑化・多様化するニーズ・課題に対して、
税務・労務・法務等の卓越した専門家が連携し、時代の変化に柔軟で高品質な
プロフェッショナルサービスをご提供します。

OAGグループのサービスはお客様の成長に合わせて必要な時に、
必要なピースを組み合わせてご利用いただけます。

OAGグループのご紹介

業種特化型

法人

個人経営者
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・不動産会社
・医療法人

OAGグループは1988年5月創業。
2023年5月で35周年を迎えました。

太田・細川会計事務所の初期メンバー

経営者はひとりよがり

中小企業の経営者は責任感も強く、部下思いであり、仕事熱心で人一倍働き者である。 

これが一般的な気がしますが如何でしょうか？　従業員からすると、あれはだめ、これもだめ、でもこれはマル

かなと、かなり厳しい採点になるんだと思います。しかし、世間的に見ると、多くの経営者は、こんな感じである

はずです。何故なら給与を払うから経営者が出来る訳でもなく、これらの事があるからこそ、企業が継続し、

経営者が努まっているんです。その様な訳で、経営者たる人は自分が背負っているという自負心ゆえに、従業

員は自分の手足としか、考えていない人もまた多いんです。要はひとりよがりという事です。

ここに多くの問題が潜んでいます。従業員は期待されていると思っていない。言われたことをやれば良い。

真面目に働けば良い。これではプラスアルファが生まれて来ません。

こんな時にユニクロからGU（ジーユー）の社長になった柚木さんの言葉が胸に刺さりました。

「トップのすべき事」（柚木治）
「本当に皆の意見を聞きたがっているとスタッフに信じてもらう事。」

柚木さんはスタッフの意見をよく聞いて仕事をしているんでしょう。ここではそれだけではなく、スタッフにそうで

あると信じてもらう事と言っているんです。スタッフに意見を聞いていたとしても、信じてもらえていないと、意見

は出て来ません。そこであの様な言葉になったのでしょう。

この言葉から見えて来るのは、従業員の知恵の結集だし、ひいては従業員のやりがい探しです。人は認めて

もらいたいという承認欲求は極めて大きく、これを満たすことが出来ると必ずプラスアルファの力を出して来ます。

これは会社の大きさに関係ありません。従業員のいる全ての会社に、当てはまる法則なんだと思います。

皆さん、「会社を元気に」は「従業員を元気に」です。柚木さんに学んでいこうではありませんか。

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

・・・・・・・

元気な
経営の

ワンポイント！

元気になる言葉
春夏秋冬

太田孝昭が語る
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ＯＡＧ弁護士法人は、東京（市ヶ谷）

を拠点として、２０２３年７月１日現在、弁

護士５名、事務員２名が在籍する法律事

務所です。

対応案件は幅広いですが、企業法務

案件（契約書、コンプライアンス、会社

側労働事件等）、交渉・紛争対応案件、

投資・Ｍ＆Ａ案件、相続案件等に注力し

ています。英語が堪能な所員もいますの

で英語案件の対応も可能です。

それぞれの案件について基本的には

オーダーメイドで対応させて頂いており、

大量の案件を（事務員を活用して）機

械的に対応する方法は採用していません。

お客様に寄り添い、不断の努力がモットーGroup Company Introduction
グループ会社紹介

【Address】
〒102-0076
東京都千代田区五番町６番地２
ホーマットホライゾン5階

【Access】
東京メトロ南北線/有楽町線・都営新宿線
「市ヶ谷駅」5番出口、JR総武線「市ヶ谷駅」
より徒歩3分

【Contact】
TEL:03-3234-9700

ＯＡＧ弁護士法人は、所員一同、①依頼

者さまに寄り添う対応をすること、②専門

性を高めるために不断の努力をすること

をモットーにしています。

①弁護士に対する相談の敷居は高くなっ

てしまいがちですが、私どもは、依頼

者さまにフレンドリーに寄り添う対応

をすることを心掛けています。このた

め、法律事務所の中では依頼者さまと

の距離感が近いことが１つの特徴であ

ると存じます（もちろん、依頼者さまと

一定の距離をとることで適正な業務遂

行が可能となる面があることも否めま

せんので、バランスも重視しています。）。

②所員は皆勉強家であり、また、近い距

離感の中で常にナレッジの共有を図って

います。所内ではいつも弁護士同士、弁

護士・事務員間で議論がなされています

（所員の真剣さゆえ激論になることもまま

あります。）。

　　さらには、全ての弁護士が専門性を磨

くため、企業等（中央官庁、上場企業、

外資系企業、ベンチャー企業（ＩＰＯ準備

企業）、証券会社）での外部執務経験を

得ていることも１つの特徴です。このよう

に、外部執務経験を得させることは「弁

護士たる前に社会人たれ」という私ども

の想いを実現するためでもあります。

これからもＯＡＧ弁護士法人のメンバーの

量・質を拡充し、また、ＯＡＧグループ各社と

の連携を深めることで、依頼者さまに寄り添

い、専門性を活かした（高付加価値の）業

務を提供してまいりたいと存じております。

何かお悩み事等がございましたら、お気軽

にお問合せください。

ＯＡＧ弁護士法人
代表弁護士
清水 陽介

04 the Heartful OAG vol.220



チーム相続ご相談につきましては
OAG税理士法人までお問い合わせください。

相続で不動産を取得した場合は、原則として不動産取得税はかかりません。
しかし、一定の場合にはかかることもあります。それは、遺言により法定相続人以外の方が特定の不動産を取得した場合です。
特定の不動産を取得した場合についてご説明いたします。
まず、遺言の書き方には包括遺贈と特定遺贈の２種類があり、財産を特定せずに財産の全部もしくは一定の割合を包括的に遺
贈する方法を包括遺贈といいます。一方、どの財産をどれだけ受け継がせるかを指定する方法を特定遺贈といいます。特定の
不動産を取得した場合とは、この特定遺贈により不動産を取得した場合のことをいいます。

ご質問のケースで考えますと、お子様が取得する場合は法定相続人のため不動産取得税はかかりません。一方、お孫さんが特
定の不動産を受け取る場合については、法定相続人ではありませんので不動産取得税がかかります。そのため、遺言でお孫さ
んに不動産を受け継がせるときは、不動産取得税がかかる点に注意が必要です。なお、お孫さんが特定の不動産を受取る場
合であっても、相談者様の相続開始時点で相談者様のお子様が既にお亡くなりになっているときは、お孫さんが代襲相続で法
定相続人となりますので、不動産取得税はかかりません。

仮に令和5年中に固定資産税評価額が1億円の土地を特定遺贈により、お孫さんに遺贈した場合、1億円×1/2（＊）×3％＝150万円
の不動産取得税がかかります。（一定の要件を満たす場合は、不動産取得税の軽減措置があります。）

＊令和6年3月31日までに宅地等を取得した場合、土地の課税標準額は価格の1/2となります。

相続税の申告は
「チーム相続®」にお任せください！

3つの特徴

相続税、贈与税 に特化した税理士

常に複数の目でチェックする チームワーク体制
グループならでは。あらゆる課題を解決する 専門家集団

相続と不動産取得税の関係

Q
将来のことを考えて遺言の作成を検討しています。
遺言で私の所有している不動産を私の子供もしくは私の孫が受取ることを考えています。
この場合、不動産取得税はかかりますか？なお、相続人は妻、長男、二男の３名です。

A

Theme

特定遺贈

配偶者
［ 相続人 ］

長 男
［ 相続人 ］

二 男
［ 相続人 ］

お孫さん
［ 受遺者 ］

包括遺贈

配偶者
［ 相続人 ］

長 男
［ 相続人 ］

二 男
［ 相続人 ］

お孫さん
［ 受遺者 ］

1/4 1/4 1/4 1/4
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相続財産を共有する共同相続人は誰か？
その確認方法と早めに解消するべき3つの理由

02

「将来の相続に備えて実家の
土地を評価しておきたいが、
どのように行うのだろうか？」
相続財産の対象は、土地・
建物・有価証券・預貯金な
どがあり、特に預貯金は当
然ながらわかりやすいです
が、土地はどのように評価するのでしょうか。
相続の際は、相続税評価といって相続用の土地評価の方法
があり、一般的な不動産売買取扱価格よりも2割ほど安く設
定されています。
本記事では、相続税の土地評価の計算方法と注意点につい
てご説明しています。相続財産の土地の評価についてご参考
にしていただければと思います。

「両親の家を相続したら、相
続税はいくらになるんだろう
か。支払えるかなぁ。」とい
う不安はありませんか？
「家の相続税がいくら位にな
るのか計算したい。」という
方も多いでしょう。
実は、相続税の考え方には「家の相続税だけを個別に計算
できない」というルールがあります。相続税は「個別の財産
ごとにいくら」ではなく、「ご両親から引き継ぐ財産の総額
に対していくら」なのかが決まってきます。
ただ、相続税の対象となる財産の大半の割合を占めるのが
「家（土地）と現金」と言われていますので、「家」の財産
価値（評価額）さえ分かれば、相続税の目安は
おおよそ見当を付けることができます。

亡くなられた方の財産を引き
継ぐのは相続人ですが、財
産を引き継ぐ事になって初め
て共同相続人という言葉を
聞いたという方もいらっしゃ
るのではないでしょうか。
ご家族が亡くなられると、その方の所有していた財産は相続
財産になります。相続財産は相続人が複数人いる場合、亡く
なられた時から遺産分割が終了するまでの間、相続人全員の
共有の財産になります。その共有財産を引き継いでいる状態
の相続人を共同相続人といいます。
「私は共同相続人なのか？」「法定相続人とは何が違うのか」
と疑問に思われる方もいらっしゃるでしょう。
当記事では、上記の疑問に加え、共同相続人の持分割合や、
共同相続人のままでいる事によるリスク、解消方
法から財産の引き継ぎ方の注意点など共同相続
人について詳しくご紹介します。

5月～ 6月は固定資産税の支
払い時期。
ところで、実家の固定資産
税っていくらなんだろうか…。
そんなことを考えていたら会
社の同僚から「田舎で一人
暮らしをしていた母親が骨折
をして、この先も介護が必要になってしまった。母親は兄弟の
誰かが引き取って面倒をみるとしても、実家の近くには誰も住
んでいない。実家を長期間空き家にしておくと大きなリスクが
あるらしい。何かいい方法を知らないか」と相談をうけた。
このように突然やってくる「実家が空き家になる事実」。ここ
には、大きなリスクが潜んでいます。
ご両親が元気でも空き家リスクは遠い話ではな
いかもしれません。

OAGの専門家が監修!

新着記事今月の

久しぶりに実家に帰省し、ご両親やご親族の方々にお会いできる機会があるのではないでしょうか。
ご家族が揃う機会はとても貴重ですが、なかなか話題にしづらく、つい避けてしまいがちなことの１つに「相続の話」があると思
います。しかし、いずれは誰もが直面することになる相続は、ご家族の思いや考え方に違いがあると、思いもしなかった家族間
のトラブルに発展してしまう可能性があります。「話せるときに少しづつ、できることから少しづつ」が、スムーズで円満な相続を
実現するポイントになるのではないかと思います。「アセットキャンパスＯＡＧ」より、おススメの記事4つをご紹介いたします。

続きはコチラから▶続きはコチラから▶

続きはコチラから▶ 続きはコチラから▶

オススメ

相続税の土地評価は路線価と倍率方式で
評価できる！計算方法と注意点

01 オススメ

実家が空き家になる前に考える固定資産税と
5つの問題・対策【保存版】

04 オススメ

家の相続税はいくら？
相続税の基本と計算の4つのSTEP【保存版】

03 オススメ

メルマガ Twitter
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“人事労務お知らせ便”

弊社では、「人事・労務」に関するご相談の他に給与計算もお受けしていますので、

お気軽にお問い合わせください。

年少労働者に対する雇用環境について

～OAGから現場に役立つ情報をお届けします～

人事・労務のご相談はOAGアウトソーシングまで
お気軽にお問い合わせください！

OAGアウトソーシング
webサイト

詳しくは
WEB版で

未成年である年少者を取り巻く雇用環境は、成人した労働者と同様でいいのか、
それとも特別な保護が必要なのか、雇用者側は意識をして雇用する必要があります。
今回は年少者（満18歳に満たない者）について考えていきます。

※映画・演劇の事業については満13歳未満の児童でも雇用は可能です。

年少労働者が保護されている項目

●年齢証明書等の備え付け

●労働時間・休日の制限（労基法第60条）

●深夜業の制限（労基法第61条）

●危険有害業務の就業制限（労基法第62条）
　＜例＞ 有害物又は危険物を取り扱う業務／足場の組立等の業務／etc…

●坑内労働の禁止（労基法第63条）

●帰郷旅費（労基法第64条） 

原則、労働基準法上では満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの児
童を労働者として雇用することはできません。

成人した労働者と異なり、年少者の証明書具備が必須となります。労働者の年齢を証明する証明書（年齢証明書）
を事業所に備え付ける必要があり、住民票や住民票記載事項の証明書等で差し支えありません。本籍地の記載は
不要です。（労基法第57条） 

年少者の証明書具備が必須

成人労働者と違い、保護されている部分は下記の通りです。

年少者を雇用する際には、労働時間を適切に管理し、従業員の法に則った管理に努めましょう。





Information

メルマガOAGグループ
コーポレートサイト

YouTube OAGグループ
Twitter

アセットキャンパスOAG
Twitter

【お願い】
ご住所などお客様情報をご変更された場合はお手数です
が、弊社担当者にご連絡をいただけますよう宜しくお願
いいたします。情報更新の上、発送させていただきます。

https://www.oag-group.co.jp/

■札幌
〒060-0001 
北海道札幌市中央区北1条西8丁目2-39
ISM札幌大通りビル4階
TEL：011-590-5174　FAX：011-590-5175

■埼玉
〒350-1123
埼玉県川越市脇田本町13-5
川越第一生命ビルディング3階
TEL：049-265-8685　FAX：049-265-8687

■東京ウエスト
〒182-0022
東京都調布市国領町4-51-7
ピエール・シークル2階
TEL： 042-441-2191　 FAX：042-441-2192

■名古屋
〒460-0003
愛知県名古屋市中区錦2-13-30
名古屋伏見ビル9階
TEL：052-746-9313　FAX：052-746-9312

■大阪
〒564-0063
大阪府吹田市江坂町1-13-33
進和江坂ビル7階
TEL：06-6310-3102　FAX：06-6310-3103

■福岡
〒810-0042
福岡県福岡市中央区赤坂1-14-22
センチュリー赤坂門ビル6階
TEL：092-717-6650　FAX：092-717-6651

■仙台（サテライトオフィス ）
〒980-0811
宮城県仙台市青葉区一番町1-9-1
仙台トラストタワー10階CROSSCOOP内
TEL：022-209-5339

■富士吉田（計算センター）
〒430-0016
山梨県富士吉田市松山4丁目3-14
アークフジ1階3号室
TEL：0555-73-8571
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